
※ 整 理 番 号  

※ 審 査 結 果  

※ 受 理 日   年  月  日 

※ 許 可 番 号  

火 薬 類 消 費 許 可 申 請 書 

年  月  日   

 

豊橋市長 様                                ○○神社祭礼青年団                        （代表者）氏 名 会長  ○ ○ △ △   

名        称 ○○神社祭礼青年団 

事 務 所 所 在 地 

（電 話） 
豊橋市○●町◎番地         （△△）○○○○ 

職        業 
会社員 

（代表者）住所  氏名 
（ 年 令 ） 

豊橋市○●町◎番地  

○ ○ △ △ （□□歳）    ０００－０００－００００ 

 

 

 

火薬類の種類 

及び数量 

打 揚 煙 火 

9 Cm玉  Cm玉  Cm玉  Cm玉  Cm玉 Cm玉 

6 個  個   個   個   個   個 

噴 出 煙 火 
400 g 2,400 g 4,000 g 4,000 g   g   g 

２０ 本 １２ 本 ５ 本 台付２ 本 本 本 

仕 掛 内 容 

百花園 仕掛煙火     

３ 台 ４ 台 台 台 台 台 

目        的 
○○神社祭礼余興のため  

場        所 
豊橋市○□町△番地 ○○神社（噴出、仕掛） 

豊橋市○□町□△地内 ○▲小学校（打揚） 

日 時 （ 期 間 ） 
自 平成○○年 ○月○日  ○時より  ○時まで 

至 平成○○年 ○月▲日  雨天順延日 ○月□日  

危 険 予 防 の 方 法 

１． 火薬類取締法施行規則第56条の4の煙火の消費の技術上の基準を厳守します。 

２． 煙火の消費計画書どおり消費します。 

３． 煙火の消費作業に従事する者は一定の標識を付する。 

４． 煙火取扱従事者には消費作業に従事する時までに保安教育を受けさせます。 

５． 噴出煙火については国の噴出煙火に関する保安基準のほか市の補完基準を厳守します。 

備考 ※印の欄は、記載しないこと。 

様式第１（第４条関係） 

 

申請書を受理した日付けとなります。（空欄でもよい。） 

代表者の電話番号を記載してください。 

噴出煙火がある場合は、噴出煙火

消費計画書を添付のこと 

雨天順延について確認してくださ

い。 

記 載 例 
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団体名、役職の記載をお願いします。 



様式第２（第４条関係） 

見   取   図（概略） 

（消費場所への案内図） 

○ 概ね把握できる略図を記載する。 

 

 

 

 

消費場所が確認できる程度の案内図を記載する、若しくは地図等を添付する。 
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様式第４（その1）（第４条関係） 

煙火消費計画書 

（該当する□印の中にレ点を付け、その他の場合は     の中に具体的に記入すること。） 

１ 煙火製造業者の氏名（名称及び代表者氏名）、住所及び電話番号                           煙火の購入先の業者名等を記載する。 
 

２ 主催者における煙火消費責任者としての総括責任者及び総括責任者を補佐する者の氏名。 

 氏  名 主催団体での役職名 

総 括 責 任 者 □ □ □ ○  ○△○ （例：煙火長など） 

同 上 補 佐 □ △ □ ○  ○○△ （例：副煙火長、煙火長補佐など） 

３ 煙火の管理 

煙火置場   □ 設置しない 

電気点火等のため消費中に保管すべき煙火はありません。また、消費準備中は煙火の管理に留意し、

火災及び盗難の防止に努めます。 

☑ 設置する 

ア 位置  ☑ 打揚筒及び仕掛煙火の設置場所並びに火気の取扱所から当日の天候等やむを得ない
場合を除き、20メートル以上離れた風上とする。       □ 地形上やむを得ないため打揚筒の場所から    メートルの位置とする。 

イ 構造 （当日の天候等により変更する場合もある。） 

□ 小屋組   □ テント張り □ シート張り ☑  有蓋車 

□ その他  例：防炎シートで完全に覆う。 

ウ 責任者氏名 

エ 容器  ☑ 木製    □ 段ボール製   □ 難燃性・不燃性容器 

□ その他  例：防炎シートで完全に覆う。 

４ 煙火の取扱い 

（１） 消費場所内の運搬 

☑ 有  □ 無 

（２） 容器  ☑ 木製    □ 段ボール製   □ 難燃性・不燃性容器 

□ その他 例：防炎シートで覆う。 

（３） 筒場等における取扱い 

☑  容器に収納し、取り出しの都度完全に蓋又は覆いをする。 

□ その他 例：防炎シートで完全に覆い、消費の都度取り出す。 

 ○ △ ○ △ 

主催者における煙火責任者名を記載する。 

事前に仕込みが完了し、保管すべき

煙火がない場合のみ記載する。 

煙火置場から筒場への移動等をいう。原則として木製又は不燃性容器等と

し、段ボール箱による場合は火の粉が入らないような措置をしてください。 
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（４） 点火の方法 

☑ 電気  □ 焼金   ☑ ロー火  □ 導火線・速火線 

☑ その他 

（５） 消費の順序等 

５ 煙火の種類  ☑ 打揚煙火  申請書記載のとおり。なお、袋物・吊物の消費はしない。  ☑ 仕掛煙火  別添明細のとおり  ☑ 噴出煙火  別添噴出煙火消費計画書のとおり 

６ 危険予防の方法 

（１） 警戒措置 

☑ 煙火の消費に際しては、あらかじめ定めた危険区域（配置図のとおり）の進入可能な境界に
柵又はロープ等をして、その付近に警戒札（赤旗、立て札等）を掲げるか警戒員を配置し、

関係者以外の者の立入を禁じ、安全を確認のうえ消費します。なお、消費準備中は、火災、

盗難及び事故防止のため、必要な警戒措置を講じ関係者以外の立ち入りを制限します。 

□ その他 

（２） 交通規制 

☑ 有（道路管理者又は警察署の指示に従い一時規制を行う。） 

□ 無 

（３） 防護措置等 

□ 不要（離隔距離２０メートル以上） 

☑  要 （離隔距離  ０メートル） 

防護措置等 

☑ 畳、ポリカーボネート又は鋼板あるいはこれらと同等程度の機能を有する防護措置を行
います。 

☑ ヘルメット等の安全対策の実施。 

（４） 不発煙火の回収   ア 回収指揮者氏名   イ 回収従事者数     ５   名 

種類 

時間 

打揚 

9cm玉 

噴出 

400ｇ 

噴出 

2,400ｇ 

百花園 仕  掛 

煙  火 

  

○時○分～○時○分   ２       

○時○分～○時○分   ２       

○時○分～○時○分    ２０      

○時○分～○時○分        ３   ４   

○時○分～○時○分   １２     

例 ランス  振込棒等 

 ○ ○ ○ ○ 

仕掛煙火等も含めて、打ち揚るものの径が 3cm を超えるも

のがある場合は、記載する。（例：0メートル、5メートル未満） 

※噴出煙火の防護パネルのことではない。 

道路通行止めをする場合は必要 

点火方法（複数の場合あり） 

・焼金は、早打ち 

・ロー火は、単発打ち 

上記は直接点火のため防護措置が

必要です。 

・電気点火、導火線点火等の場合

は、離隔距離に応じて防護措置等

が必要になります。 

・噴出煙火の場合は、業者によって

ロー火とかランスと記載されます

が、仕掛煙火はランスで点火する

のが一般的です。 

・台付噴出煙火の点火を振込棒です

る場合も記載してください。 

打揚煙火、仕掛煙火に従事する場合は、ヘルメット等着用と

し、防護措置が必要な場合は、両方にチェックしてください。 

・おおむね１時間を単位として記載 

・別添えでプログラムでも、消費概要等がわかればよい 
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交通規制が保安距離内にある場合は道路使用許可証等の写しを添付 



  ウ 回収の時間 終了後 終了時から   ●  時まで           翌 日     ◎ 時から    ▲ 時まで 

 

７ 事故発生時の措置 

直ちに消費を中断し、人身事故の場合は救命措置を講じ、火災の場合は消防機関に通報する。また、

現場の保存と安全対策を行い警察官に届出ると同時に許可行政庁に通報する。  【通報先：許可行政庁】 

行政庁名 豊橋市長（消防本部 予防課 予防グループ） 

電話 （ ０５３２ ） ５１ － ３１１５ 

 

８ 煙火取扱従事者等（噴出煙火消費者については、別紙）  従事者名簿 

氏名 生年月日 住所 作業分担 保安手帳 経験 
有 無 有 無 

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△ 全 ○  ○  

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△   ○ ○  

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△   ○ ○  

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△   ○ ○  

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△      

        

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△ 警備員  ○  ○ 

○○○○ S.○△ ○○市○○町△△ 連絡員  ○  ○ 

○○○○ S.○△ ○△市○○町△△   ○  ○                                 
※ １ 作業分担の欄には、統括責任者に◎印、筒場責任者に○印、煙火置場責任者に△印を記載する。

なお、小規模で責任者を兼務する場合は全と記載する。 

２ 煙火取扱従事者との連絡あるいは危険区域内の警戒措置等のため危険区域に立ち入ることが必
要と主催者が認めた者は、安全確保の指導を受けヘルメット等の安全対策及び関係者であること

がわかる措置を講ずることとし、作業区分欄に役割を明記すること。 

 

 

 

 

※ 土・日・休日・夜間の場合は消防指令 

センター（０５３２－５２－０１１９ 
内線４２１）へ。 

従事者名簿に記載されている方でも、保安距離内に立入り、写真撮影をすること

は厳禁です。また、警備で保安距離内に立入る場合は、記載のうえ、安全確保に

必要な教育を受講させて下さい。保安距離内に入る人は全員記載して下さい。 

暗くなってから打ち揚るものがある

場合、翌日も回収が必要。 

黒玉の確認は徹底し、特に公園などで

消費する場合は、確実に回収する。ま

た、後日発見された際は、水に漬ける

等の措置をし、煙火業者に連絡する。 
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９ 消費場所配置図   ・ 打揚筒、仕掛煙火、噴出煙火、煙火置場、防護材、打揚煙火点火位置（直接点火以外）、焼金用コ
ンロ等の位置及びそれら相互の距離並びに筒場等からの安全な距離を明示すること。   ・ 危険区域の範囲及び警戒措置（柵、警戒員等）を明示すること。 

 

 

 

・消費する煙火（打揚筒など）から、安全な距離の表示、危険区域（立入り禁止区

域） の範囲と警戒措置の方法がわかるように記載する。 

・打揚筒の固定方法（縄・麻ロープなど）を記載する。 

・打ち揚るものの径が 3cmを超えるものがある場合は、防護措置の方法又は防

護措置が不要となる理由（20m以上の離隔距離を確保して電気点火する、5m以

上離れて電気点火など）を記載する。 

・煙火置場を設ける場合は、煙火置場と消費場所との安全な位置関係を記載す

る。 

・その他煙火等相互の安全な位置関係を記載する。 

・各煙火の端から前後の距離や観客等一番近い距離を記載。 

・噴出煙火で同時消費をする場合は筒間隔の距離を記載し、移動が有の場合は

その動きがわかるように記載。 

・仕掛煙火の小型煙火等はそれぞれに保安距離がわかるように記載、又は半

径○ｍの円や一辺○ｍの四角形の中で消費としその端からの保安距離を記

載。その時には別紙に小型煙火等の配置や内容がわかるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：当日の風向等により変更することがあります。なお、変更する場合においても危険区域境界まで安全な

距離を確保し、危険区域の変更は行いません。 
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１０ 仕掛煙火の明細  ・ 仕掛煙火の構造、固定方法等を示した図面を添付すること。 

 

 

・仕掛煙火の内容と固定方法がわかる図面等を添付する。（輸入煙火について

は輸入煙火明細書を添付する。） 

・仕掛煙火のうちに打ち揚るものの径が 3cm を超えるものがある場合は、防護

措置の方法又は防護措置が不要となる理由など（例：20m 以上の離隔距離を確

保して電気点火する。5m以上離れて電気点火）を記載する。 

・各種煙火を組み合わせて一連の消費によって演出効果を出すものについて

は仕掛煙火 1 としてカウントしてもよい。この場合、組み合わせの明細を添付す

る。 

・斜めに打ち揚るものがある場合は保安距離がかわるので注意してください。 
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様式第４（その２）（第４条関係） 

噴出煙火消費計画書 
１ 臨時作業従事者等の保安教育計画 

（１）保安教育の日時及び場所 

月  日 時  間 場  所 備 考 

○月  ○日 ◎時 ○分～ ○時 ○分 ○△会館 ○△地区 

○月  △日 ◎時 ○分～ ○時 ○分 ●△会館 ●△保存会 

月   日 時  分～  時  分   

月   日 時  分～  時  分   

※ 保安教育を分けて行う場合は、備考欄に対象とする地区名、保存会名等を記載すること。 

（２）保安教育責任者 煙火製造業者における保安教育の責任者氏名 

 

２ 薬量別の噴出煙火消費計画 

薬 量 本 数 
手筒 

台付 
の別 製造業者名 

同時消費

本  数 

消費時の移

動の有無※ 

４００ｇ ２０ 本 手筒・台付 ○○煙火 ４ 本 有・無 

２，４００ｇ １２ 本 手筒・台付   〃 ２ 本 有・無 

４００ｇ  ４ 本 手筒・台付   〃 ４ 本 有・無 

ｇ 本 手筒・台付  本 有・無 

ｇ 本 手筒・台付  本 有・無 

ｇ 本 手筒・台付  本 有・無 

ｇ 本 手筒・台付  本 有・無 

※ 消費時の移動とは、手筒を移動しながら消費するもので、筒を持ち上げる際の移動は含まない。 

 

３ 保安距離等   保安距離の緩和の有無 ☑ 有  □ 無 

項  目 保安距離 保安距離緩和の場合の措置内容 

噴出煙火を横にして点火

する場合の吹き出し方向

の前後 

２０ ｍ 

（１）パネル等の種類 

合板・畳・鉄板・その他（        ） 

（２）パネル等の高さ 

90cm・180cm・その他（        ） 

筒の側面 ２０ ｍ 

（１）パネル等の種類 

合板・畳・鉄板・その他（        ） 

（２）パネル等の高さ 

90cm・180cm・その他（        ） 

 

４ 噴出煙火消費従事者   別紙名簿のとおり 

 

 

 

 

 

 

高さ 90ｃｍ以上の不燃性又は難燃性の防護パ

ネルを観客の前に設置する場合記載する。 

無の場合は記載不要です。 

  

同時に消費する最大本数 
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噴出煙火消費従事者名簿 

 

No. 氏 名 
生年月日 

（消費経験の有無） 

噴出煙火の内訳（手筒、台付及び薬量別） 
製造 

者名 

備

考 
○手  ・ 台 ○手  ・ 台 手 ・ ○台  手 ・ 台 手 ・ 台 手 ・ 台 

400ｇ 2,400ｇ 400ｇ ｇ ｇ ｇ 

１ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ ２     
○ ○ 
煙火 

 

２ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ ２      ２  

３ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ １      ３  

４ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ １      ４  

５ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ １      ５  

６ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ １      ６  

７ ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ １      ７  

８ ○○○○ 
S・○・○ 
（ 有・○無  ） 

２ １     ８・11  

９ ○○○○ 
H・○・○ 
（ 有・○無  ） 

２ １     ９・12  

10 ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

２ １     10・13  

11 ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

       点 

12 ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

       点 

13 ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

       ○ 

14 ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

       △ 

15 ○○○○ 
S・○・○ 
（ ○有・無 ） 

  ４    
４・５・７・
１５ 

 

16  
・ ・ 

（ 有・無 ） 
        

17  
・ ・ 

（ 有・無 ） 
        

18  
・ ・ 

（ 有・無 ） 
        

19  
・ ・ 

（ 有・無 ） 
        

20  
・ ・ 

（ 有・無 ） 
            

※ １ 消費従事予定者は全員記載し、変更があった場合は修正のうえ、事前に許可申請先に提出すること。 

２ 製造者名は、本表のNo.で記載してもよい。 

３ 備考欄に消費責任者は○印、煙火置場責任者は△印、点火のみに従事する者は、「点」と記載すること。 

・原則 18歳以上であること。 

・経験の無い者は、2,400g までとし、製

造は本人一人ではやらない。 

出来れば、下段に各内訳の計を記入し

てください。 
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・消費従事者には従事者名簿にのっている者しか消費できません。 
・消費従事者名簿と従事者名簿の氏名（漢字）、生年月日、経験の有

無を間違わないように見直しをしてください。 



別表第 1（第 2 条関係）  

打揚煙火（スターマイン及び仕掛の裏打ちを含む。）の保安距離  

煙火の種類及び直径  
距離（ｍ）  

細工物 星物 

６０ｃｍ超  

９０ｃｍ  以下          （３０号）  
４００ ４６０ 

３０ｃｍ超  

６０ｃｍ以下       （２０号）（１５号） 
３３０ ３６０ 

２４ｃｍ超  

３０ｃｍ以下          （１０号）  
２３０ ２５０ 

１８ｃｍ超  

２４ｃｍ以下        （８号）（７号） 
２００ ２００ 

１５ｃｍ超  

１８ｃｍ以下            （６号）  
１５０ １７０ 

１２ｃｍ超  

１５ｃｍ以下      （５号）（４ .５号）  
１４０ １６０ 

９ｃｍ超 

１２ｃｍ以下              （４号）  
１２０ １３０ 

６ｃｍ超 

９ｃｍ以下       （３号）（２ .５号） 
１００ １００ 

３ｃｍ以上 

６ｃｍ以下             （２号）（１号）  
  ５０   ５０ 

 

注 １  球状、筒状を問わず打揚がるもので径が３０ミリメートル以上のもの。    【参考：上記表の対象となる打揚煙火等の例】 A＝30mm以上

A
A

A A

球状の打揚煙火 筒状の打揚煙火 星の打揚 30mm以上の星を含む花束

   ２ スターマイン及び仕掛の裏打ちを含む。    ３ 球状、筒状を問わず上空で開発するものを打揚筒を傾斜させて打揚げる場合には、打
ち出し方向に対して２倍の距離。  

 

 

このページは申請時、添付の必要は

ありません。 
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別表第２（第２条関係）  

仕掛煙火の保安距離（打揚げるものについては、単発物も含む。) 

煙火の種類  距離 

枠仕掛 文字、絵型等 ２０ｍ以上  

水上仕掛 水中金魚等 移動範囲から２０ｍ以上  

花車 ２０ｍ以上  

吹き出すもの（噴出煙火以外のもの：滝等） 同上 

花束  同上 

打揚がるものの内容物径が３０ｍｍ未満のも

の  

同上 

筒を傾斜させて打揚がるもので内容物外径が

３０ｍｍ未満のものは、打ち出し方向に対して  

５０ｍ以上  

地雷・地割  打揚げ煙火の距離  

その他の観賞用煙火  

綱火 

 

移動範囲から１０ｍ以上  

その他の煙火  その都度関係機関と協議のうえ決定する。  

 

 

 

 

別表第３（第２条関係）  

音楽その他の芸能の公演等の演出効果の用に供する煙火の保安距離  

煙火の種類  距離 

炎・火の粉を噴出するもの  飛散距離の１．５倍の距離、但し最低５ｍ  

炎・火の粉を噴出しないもの  ４ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このページは申請時、添付の必

要はありません。  
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別表第４（第２条関係）  

噴出煙火の保安距離等 

区 分 薬      量 

筒の噴き出し

方 向 の 前 後 

（ｍ） 

筒 の 側 面 

（ｍ） 

筒相互の間隔  

（ｍ） 

噴

出

煙

火 

手

筒

花

火 

600ｇ 

以下 

直立し点火するもの  ―  ５  １．５ 

上記以外のもの  １０ ５  １．５ 

600g を超え 1,200g 以下  １５ １０ ２．０ 

1,200g を超え 1,800g 以下 ２０ １５ ２．５ 

1,800g を超え 2,400g 以下 ２５ ２０ ３．０ 

2,400g を超え 3,000g 以下 ２８ ２３ ３．５ 

3,000g を超え 4,000g 以下 ３０ ２５ ４．０ 

噴

水

花

火 

 

 

 

6,000g 以下 

 

 

 

―  

手筒煙火の

薬量区分に

準ずる。 

ただし、 

4,000g を超

えるものは  

30m とする。 

 

 

点火者の安全

が保てる距離

とする。 

 

 

別表第５（第２条関係）  

噴出煙火の保安距離等 

区 分 薬        量 

筒の噴き出し

方 向 の 前 後 

（ｍ） 

筒 の 側 面 

（ｍ） 

噴

出

煙

火 

手

筒

花

火 

600ｇ 

以下 

直立し点火するもの  ―  ４  

上記以外のもの  ４  ４  

600g を超え 1,200g 以下  ９  ７  

1,200g を超え 1,800g 以下 １３ １０ 

1,800g を超え 2,400g 以下 １７ １３ 

2,400g を超え 3,000g 以下 １９ １５ 

3,000g を超え 4,000g 以下 ２０ １７ 

噴

水

花

火 

 

 

6,000g 以下 

 

 

 

―  

手筒煙火の薬量区分

に準ずる。  

ただし、4,000g を超

えるものは 20m と

する。 

 

 

このページは申請時、添付の必

要はありません。  

筒の前後、側面に観客に対する防護パネ

ル等を設置しない場合・・・保安距離緩

和なし 

筒の前後、側面に観客に対する防護パネ

ル等を設置した場合・・・保安距離緩和

あり 

‐19‐ 



別表第６（第７条関係）  

 

防護措置等  

煙 火 玉 の

直径  

打揚筒からの離隔距離  

5m 未満  5m 以上 10m 未満  10m 以上 20m 未満  

3cm 超  

15cm 以下  
(5 号玉 ) 

(ｲ )飛散物を遮断する防

護措置  

(ﾊ)飛散物に対する安全対策  

 厚さ 2mm 以上のポリカー

ボネート板又は畳床※１  

 ヘルメット等  

21cm 以下  

(7 号玉 ) 

厚さ 4mm 以上のポリカー

ボネート板又は畳床※１  

厚さ 2mm 以上のポリカ

ーボネート板又は畳床

※１  

ヘルメット等  

24cm 以下  
(8 号玉 ) 

厚さ 28mm以上のポリカー

ボネート板又は畳床 7 枚以

上又は厚さ 8.1mm 以上の

鋼板※1、2 

厚さ 4mm 以上のポリカ

ーボネート板又は畳床

※1 

厚さ 2mm以上のポリカーボネ

ート板又は畳床※１  

30cm 以下  
(10 号玉 ) 

打揚不可  

(ﾛ)飛散物の威力を軽減する防護措置  

 厚さ 8mm 以上のポリカ

ーボネート板又は畳床 2

枚又は厚さ 2.3mm 以上

の鋼板※1 

厚さ 5.9mm 以上のポリカーボ

ネート板又は畳床 2 枚以上又

は厚さ 1.7mm 以上の鋼板※1 

60cm 以下  
(20 号玉 ) 

打揚不可  打揚不可  

厚さ 16mm 以上のポリカーボ

ネート板又は畳床 4 枚又は厚

さ 4.6mm 以上の鋼板 ※1 

60cm.超  打揚不可  打揚不可  打揚不可  

※１上記表と同等程度の防護措置能力のあるもので可とする。  

※２直径 21cm を超え 24cm 以下の煙火を離隔距離  

5m 未満で打揚げる場合の防護措置を右図のよう  

に打揚筒に対し 45°に設置するときは、厚さ 20 

mm 以上のポリカーボネート板又は畳床 5 枚以上  

又は厚さ 5.8mm 以上の鋼板または同等以上の能  

力を有する措置で可とする。  

その他  

（１）防護材（ポリカーボネート板、鋼板）の設置にあたっては、筒ばねが生じた際、  

防護材が従事者を直撃しないよう固定措置等を講ずること。  

（２）防護材の大きさは、人がかがみ隠れる程度の大きさとすること。  

[参考図] 

複数の打揚筒で同時に打ち揚げる場合の防護措置

防護措置等が必要な範囲

２０ｍ

筒A 筒B
筒Bに対す
る防護措置
が必要

従事者

筒Aに対す
る防護措置
が必要

筒Bに対す
る防護措置
が必要

従事者筒A 筒B

２０ｍ

防護措置等が必要な範囲

 

45°

従事者

打揚筒

防護材

このページは申請時、添付の必

要はありません。  
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